
　

第5-11号

第２９号

都教委が管理統制強化謀む学校働き方改革実行プログラム案を白紙
撤回し、国レベルで正規の（主幹教諭ではなく）一般教諭の定数を
大幅増し、早期に全小中高校等に配置するよう意見書を出して頂き
たい等の請願

行政情報の公開請求

第７号

東光寺小学校学校運営協議会委員の解任について

第11期日野市立教育センター運営審議会委員の委嘱について

第10期日野市郷土資料館協議会委員の任命について

第３０号

第３１号

開催日時

令和５年度第１１回教育委員会定例会の開催について

　日野市教育委員会告示第12号により、下記のとおり令和５年度第１１回教育委員
会定例会を開催します。定刻までに御参集ください。

第２６号

第２７号

教育委員会職員人事の専決処分について

教育財産取得の申出について

教育委員　各位

 

令 和 ６ 年 ( ２ ０ ２ ４ 年 ) ２ 月 ２ 日

日 教 庶 第 ７ １ ２ 号

日野市教育委員会

　   教育長　堀川　拓郎

令和６年(２０２４年)２月８日(木)   午後２時

開催場所

５０６会議室

案件

第２８号

第２９号

第８号 日野宿本陣上段の間の文化財指定について

校内別室指導教員配置事業について

日野市立学校における学校医等の委嘱について

教育管理職の異動（内申）について

第３２号

議案

協議事項

請願

報告事項



　

 



ページ番号

教育委員会職員に対する人事異動に伴う人事発令について、教育委員会に諮る
時間的余裕がありませんでした。そのため教育長専決により人事発令を行いま
したので、報告し承認を求めるものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第２６号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和６年２月８日  提出

教育委員会職員人事の専決処分について
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省略
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ページ番号

日野市立仲田小学校において、土地区画整理事業の進捗に伴い運動場面積が減
少するため、日野都市計画事業東町土地区画整理事業の保留地を取得するもの
です。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第２７号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和６年２月８日  提出

教育財産取得の申出について
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仲田小学校校庭用地の取得に伴う申出について 

 

 

  取得理由   現在、日野市が施行中の東町土地区画整理事業の進捗に伴い、同地区

内に存する日野市立仲田小学校学校において、減歩により運動場面積が

減少する計画となっております。 

今後、教育活動等に支障をきたすため、仮換地指定にあわせ日野都市

計画事業東町土地区画整理事業保留地の取得について市長へ申出を行い、

運動場面積の確保を図るものです。 

 

既存の校庭面積              ７，３５４㎡ 

減少する面積               －３，７６３㎡ 

取得済みの面積：保留地(1)－(イ)～(ホ)   １，８７０㎡ 

 今回取得する面積：保留地(2)        １，７１３㎡ 

 土地区画整理事業完了後の校庭面積     ７，１７４㎡ 

 

    

 

  取得時期  令和 6 年 6 月（予定） 

  

 

  所 在 地  東町土地区画整理事業 東町 第３街区 第（２）号地 

 

 

  地  積  １，７１３㎡ 

 

 

  取得価格  合計  ４７２，７８８，０００円 

  （令和６年度～令和９年度の４箇年にて支払い） 

               単価 ２７６，０００円／㎡ 

 

          令和６年度 支出予定額     100,000,000 円 

令和７年度 支出予定額     100,000,000 円 

          令和８年度 支出予定額     172,788,000 円 

          令和９年度 支出予定額     100,000,000 円 

                 

 

  相 手 方    日野市神明一丁目１２番地の１ 

         日野都市計画事業東町土地区画整理事業 

         施行者 日野市  代表者 日野市長 大坪 冬彦 
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ページ番号

令和6年3月31日をもって日野市立学校の学校医等の任期が満了となるため、令
和6・7年度の学校医等を委嘱するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第２８号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和６年２月８日  提出

日野市立学校における学校医等の委嘱について
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１．令和６・７年度日野市立学校の学校医等委嘱者

（１）小学校

学校名 科別 氏名 住所

内 科 高 品 尚 哉

眼 科 吉 田 顕 照

耳鼻科 横 山 正 人

歯 科 木 村 篤

薬剤師 柴 崎 俊 明

内 科 溝 部 直 樹

眼 科 津 村 豊 明

耳鼻科 安 藤 裕 史

歯 科 三 枝 恵 理 子

薬剤師 山 口 晶 子

内 科 三 石 達 也

眼 科 天 野 尚

耳鼻科 安 藤 裕 史

歯 科 大 島 寿 夫

薬剤師 河 西 ゆ か り

内 科 石 田 良 一

眼 科 吉 田 顕 照

耳鼻科 鈴 木 勲

歯 科 富 田 雅 彦

薬剤師 古 田 智 裕

内 科 佐 野 は つ の

眼 科 大 平 文

耳鼻科 谷 合 隆

歯 科 森 田 髙 広

薬剤師 山 田 哲 道

内 科 井 上 徹 也

眼 科 仁 井 誠 治

耳鼻科 内 野 盛 恵

歯 科 宍 戸 明 彦

薬剤師 栗 矢 勝 宏

内 科 森 久 保 雅 道

眼 科 見 好 貴 公

耳鼻科 清 水 雅 明

歯 科 武 内 義 晴

薬剤師 梶 ケ 谷 早 織

内 科 志 水 達 雄

眼 科 麦 倉 好 江

耳鼻科 谷 合 隆

歯 科 大 西 孝 司

薬剤師 三 根 修

日 野 第 一 小 学 校

豊 田 小 学 校

日 野 第 三 小 学 校

日 野 第 四 小 学 校

日 野 第 五 小 学 校

潤 徳 小 学 校

平 山 小 学 校

日 野 第 六 小 学 校
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学校名 科別 氏名 住所

内 科 西 久 保 秀 紀

眼 科 羽 藤 史 子

耳鼻科 鈴 木 勲

歯 科 村 上 充

薬剤師 鬼 頭 英 恵

内 科 牛 尾 方 信

眼 科 見 好 貴 公

耳鼻科 谷 合 隆

歯 科 清 水 誠

薬剤師 山 﨑 茂

内 科 大 城 清 彦

眼 科 天 野 尚

耳鼻科 内 野 盛 恵

歯 科 土 屋 耐 子

薬剤師 小 川 美 紀

内 科 福 岡 利 仁

眼 科 見 好 貴 公

耳鼻科 清 水 雅 明

歯 科 飯 島 暁 子

薬剤師 伊 藤 美 和

内 科 秋 野 実 咲

眼 科 津 村 豊 明

耳鼻科 谷 合 隆

歯 科 伏 木 友 佳 子

薬剤師 栗 太 隆

内 科 中 川 均

眼 科 天 野 尚

耳鼻科 横 山 正 人

歯 科 四 宮 博 文

薬剤師 田 中 悦 子

内 科 石 川 俊 一

眼 科 天 野 尚

耳鼻科 横 山 正 人

歯 科 武 井 保 夫

薬剤師 中 野 弘 子

内 科 須 賀 康 正

眼 科 麦 倉 好 江

耳鼻科 清 水 雅 明

歯 科 髙 井 洋 之

薬剤師 三 根 文 代

内 科 鹿 志 村 紀 美枝

眼 科 羽 藤 史 子

耳鼻科 鈴 木 勲

歯 科 藤 本 晋 一

薬剤師 瀬 川 実

日 野 第 八 小 学 校

滝 合 小 学 校

七 生 緑 小 学 校

日 野 第 七 小 学 校

南 平 小 学 校

旭 が 丘 小 学 校

東 光 寺 小 学 校

仲 田 小 学 校

夢 が 丘 小 学 校
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（２）中学校

学校名 科別 氏名 住所

内 科 石 塚 康 人

眼 科 天 野 尚

耳鼻科 横 山 正 人

歯 科 松 井 茂 樹

薬剤師 広 島 英 明

内 科 日 名 子 尚 子

眼 科 仁 井 誠 治

耳鼻科 内 野 盛 恵

歯 科 服 部 保 宏

薬剤師 山 田 知 潮

内 科 朝 比 奈 崇 介

眼 科 見 好 貴 公

耳鼻科 清 水 雅 明

歯 科 久 木 元 延 宏

薬剤師 目 黒 明 日 香

内 科 戸 塚 輝 治

眼 科 麦 倉 好 江

耳鼻科 鈴 木 勲

歯 科 久 富 栄 二

薬剤師 磯 田 麻 知 子

内 科 髙 垣 信 一

眼 科 津 村 豊 明

耳鼻科 安 藤 裕 史

歯 科 関 口 祐 司

薬剤師 松 本 貴 義

内 科 中 井 久 雄

眼 科 羽 藤 史 子

耳鼻科 清 水 雅 明

歯 科 峯 岸 大 造

薬剤師 馬 場 勝 吾

内 科 高 瀬 雅 久

眼 科 仁 井 誠 治

耳鼻科 安 藤 裕 史

歯 科 松 本 裕 介

薬剤師 池 亀 真 嗣

内 科 志 水 達 雄

眼 科 吉 田 顕 照

耳鼻科 谷 合 隆

歯 科 橋 本 亘

薬剤師 下 牧 実 穂

日 野 第 二 中 学 校

七 生 中 学 校

日 野 第 三 中 学 校

日 野 第 四 中 学 校

三 沢 中 学 校

大 坂 上 中 学 校

平 山 中 学 校

日 野 第 一 中 学 校
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（３）幼稚園

学校名 科別 氏名 住所

内 科 溝 部 直 樹

歯 科 杉 野 伸 一 郎

内 科 戸 塚 輝 治

歯 科 前 澤 学

内 科 佐 野 は つ の

歯 科 黒 澤 洋 行

２．学校医等の任期

　令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで

《日野市立学校の学校医等の任用等に関する規則》

　第２条　学校医等は、非常勤の職員とし、教育委員会が委嘱する。

　第３条　学校医等の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

第 七 幼 稚 園

第 二 幼 稚 園

第 四 幼 稚 園
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ページ番号

校長及び副校長の異動について、東京都教育委員会に内申するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第２９号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和６年２月８日  提出

教育管理職の異動（内申）について
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非公開
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非公開
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非公開
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非公開
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ページ番号

日野市学校運営協議会規則（平成２９年教育委員会規則第７号）第１７条の規
定に基づき、委員を解任にするものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第３０号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和６年２月８日  提出

東光寺小学校学校運営協議会委員の解任について
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日野市立東光寺小学校学校運営協議会委員 

<<日野市立東光寺小学校学校運営協議会委員 解任者>> 

番号 氏  名 住  所 解任理由 

１ 林
はやし

 まゆ子
こ

  辞任申出のため 

解任日：令和６年２月２９日 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8 条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 3 条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有

する。 

 

（守秘義務等） 

第 9 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。 

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。 

 
（委員の解任） 
第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 
(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 
２ 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 
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ページ番号

令和6年3月31日をもって第10期日野市立教育センター運営審議会委員の任期が
満了となるため新たに委嘱するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第３１号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和６年２月８日  提出

第11期日野市立教育センター運営審議会委員の委嘱について
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第 11期日野市立教育センター運営審議会委員 

 

《日野市立教育センター運営審議会委員 名簿》 

番号 氏名 住所 備考 期 

１ 
 

中澤 正人 
 

明星大学特任教授 

（学識経験者） 
１ 

２ 吉野 美智子  
元人権擁護委員 

（学識経験者） 
８ 

３ 須崎 奈緒美  
社会教育委員 

（学識経験者） 
１ 

４   
日野市立幼稚園長会 

（学校教育関係者） 
 

５   
日野市立小学校長会 

（学校教育関係者） 
 

６   
日野市立中学校長会 

（学校教育関係者） 
 

７  (勤)日野市神明1-12-1 
教育部参事 

（教育行政機関関係者） 
 

８  (勤)日野市神明1-12-1 
教育部参事 

（教育行政機関関係者） 
 

任期  自 令和６年 ４月 １日            

    至 令和８年 ３月３１日             

                              

《日野市立教育センター設置条例》 

 (審議会の委員) 

第 9 条 前条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10

人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。 

(1) 学校教育関係者 

(2) 社会教育関係者 

(3) 教育行政機関関係者 

(4) 学識経験者 

(5) その他教育委員会が必要と認める者 
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ページ番号

議案第３２号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和６年２月８日  提出

第10期日野市郷土資料館協議会委員の任命について

第9期日野市郷土資料館協議会委員の任期が令和6年3月3日で終了となり、第10
期委員を新たに任命する必要があるため。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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第 10 期日野市郷土資料館協議会委員 

 

 

《任命者名簿》 

番

号 
氏  名 住   所 専門分野 期 

１ 平 自由  
社会教育の関係者 

（考古学・博物館学） 
5 

２ 畠山 豊  
社会教育の関係者 

（民俗学・博物館学） 
5  

３ 保坂一房  
学識経験者 

（多摩の地域史研究） 
5 

４ 佐藤福子  
学識経験者 

（歴史・古文書研究） 
4 

５ 片山 敦  
学識経験者 

（生物・環境教育） 
4 

６ 柳元太郎  
社会教育の関係者 

（郷土教育研究） 
1 

７ 斉藤境栄  
学校教育の関係者   

（東光寺小学校校長） 
2 

８ 川島清美  
学校教育の関係者  

（日野第三中学校校長） 
2 

９ 河合今日子  公募市民 2 

10 藤森寛行  公募市民 2 

 

任期  自  令和６年 ３月 ４日 

     至  令和８年 ３月 ３日  
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《関係法令》 

 

博物館法 (昭和 26年法律第 285号) 

第二十三条 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。 

２ 博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見

を述べる機関とする。 

第二十四条 博物館協議会の委員は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物

館を設置する地方公共団体の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項の条例の定めるところにより地方公共団体

の長が当該博物館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされて

いる場合にあつては、当該地方公共団体の長）が、地方独立行政法人の設置する博物館にあ

つては当該地方独立行政法人の理事長がそれぞれ任命する。 

第二十五条 博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議

会に関し必要な事項は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する

地方公共団体の条例で、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政

法人の規程でそれぞれ定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準につい

ては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

 

 

日野市郷土資料館条例 

（資料館協議会） 

第８条 博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）第 23 条第１項の規定に基づき、日野市郷土

資料館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（委員の任命及び定数） 

第９条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、教育委員会が任命する。 

２ 委員の定数は、10 人以内とし、次に掲げる者で構成する。 

(1) 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経

験者 ８人以内 

(2) 公募による市民 ２人以内 

（委員の任期） 

第 10 条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任を妨げない。 
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ページ番号

教育長　堀川　拓郎

協議事項第７号

日野市教育委員会

このことについて、協議願います。

令和６年２月８日  提出

校内別室指導教員配置事業について
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○チャレンジクラス入退級審査会設置要綱（案） 

令和６年３月１日制定 

 

（設置） 

第 1条 日野市教育委員会（以下「教育委員会」）は、チャレンジクラスにおいて、不登校

生徒が安心して学校生活を送ることができるようなゆとりある生活時程を実現し、実態に

応じた支援をすることを目的とし、チャレンジクラス入退級審査委員会（以下「委員会」と

いう）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第 2 条 委員会は次に掲げる事項について調査審議し、その結果及び教育支援内容を教育

委員会に報告する。 

(1) チャレンジクラスへの入級又は退級に関すること。 

(2) 不登校生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、チャレンジクラスにおける

適切な教育支援に関すること。 

(3) 日野市立小中学校その他関係機関における不登校に関する適切な支援及び啓発活動

に関すること。 

(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。 

 

（組織） 

第 3条 委員会は次に掲げる委員をもって組織し、教育長が委嘱する。 

(1) チャレンジクラス設置校校長 

(2) 日野市立教育センター長 

(3) チャレンジクラス担任 

(4) 在籍する学校の校長 

(5) 統括指導主事 

(6) その他教育長が必要と認めた者 

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育長は新たな委員を委嘱する。 

 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は、委嘱のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌々年度の

末日までとし、再任を妨げない。 

2 第 3 条第 2 項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第 5条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。 
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2 委員長はチャレンジクラス設置校校長をもって充てる。 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

4 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等あるときはその職務を代理する。 

 

（委員会） 

第 6条 委員会は委員長が招集する。 

2 緊急を要する場合は、委員長の責任において会務を遂行し、委員長が後日委員会に報告

することによって、委員会の開催に代えることができる。 

3 委員長は、委員会を招集する場合においては、会議の日時、場所、審議事項及びその他

必要な事項を定め、審議事項に応じて委員会に出席すべき委員を第 3 条の規定により委嘱

された委員の中から選定し、これらを当該委員に通知する。 

 

（意見の聴取） 

第 7条 委員会は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、意見を聞くこと

ができる。 

 

（入級申請） 

第 8条 チャレンジクラスに入級を希望する保護者は、チャレンジクラス入級申請書（第１

号様式）を在籍校を経由して、教育委員会に提出する。 

 

（入級の決定） 

第 9 条 第 8 条の規定による入級申請があった場合は、委員会を開催して入級の必要性を

審査する。教育委員会は、その審査結果に基づき入級を必要と認めるときは、入級を決定し

チャレンジクラス入級許可（不許可）決定通知書（第２号様式）により保護者に通知する。 

 

（退級申請） 

第 10 条 チャレンジクラスからの退級を希望する保護者は、チャレンジクラス退級届（第

3 号様式）を設置校を経由して、教育委員会に提出する。 

 

（退級の決定） 

第 11 条 第 10 条の規定による退級届の提出があった場合は、委員会を開催して退級の必

要性を審査する。教育委員会は、その審査結果に基づき学級に在籍することが必要でないと

認めるときは、退級を決定しチャレンジクラス退級決定通知書（第 4号様式）により保護者

に通知する。 
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（守秘義務及び個人情報保護義務） 

第 12 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は職務上知り得た個人情報をみだりに

他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様

とする。 

2 委員会の会議は、非公開とする。 

 

（庶務） 

第 13 条 委員会に関する庶務は、教育部教育指導課において処理する。 

 

（その他） 

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

付則 

 

この要綱は、令和６年３月 1日から施行する。 
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ページ番号

教育長　堀川　拓郎

協議事項第８号

日野市教育委員会

このことについて、協議願います。

令和６年２月８日  提出

日野宿本陣上段の間の文化財指定について
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日 教 ふ 第   号 

令和  年  月  日 

 

日野市文化財保護審議会 

 会長 山口 英男 様 

 

                                             日野市教 育委員 会 

教育長 堀川 拓郎 

 

 

日野市指定文化財について（諮問） 

 

 

日野市文化財保護条例第 39 条第１号に基づき、下記について、市指定有形文化財

（建造物）の指定について、諮問いたします。 

 

 

 

記 

 

 

 

１．市指定有形文化財（建造物）候補   日野宿本陣上段の間および御前の間 

 

 

 

 

2．答申期限        令和 6年 3月 8日 
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日野市文化財保護条例（抄） 

 

 

(審議会への諮問) 

第 39 条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければな 

    らない。 

 

(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除 

(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除 

(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除 

(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除 

(5) 市指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除 

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 
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 説明資料 ２  

 

日野宿本陣上段の間および御前の間 案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （上図の拡大図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日野図書館 

中央公民館 

日野宿本陣 

日野宿本陣上段の間 

および御前の間 

日野第一小学校 

日野駅 
日野図書館 

中央公民館 

日野宿本陣 

日野宿本陣上段の間 

および御前の間 

日野第一小学校 
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請願審査 

 

請 願 

番 号 
請願第５－１１号 

受 付 

年月日 
令和６年１月１１日 

件 名 

都教委が管理統制強化謀む学校働き方改革実行プログラム案を白紙撤回し、

国レベルで正規の（主幹教諭ではなく）一般教諭の定数を大幅増し、早期に

全小中高校等に配置するよう意見書を出して頂きたい等の請願 

請願者 

住 所 

氏 名 
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ページ番号

教育長　堀川　拓郎

報告事項第２９号

日野市教育委員会

このことについて、次のとおり報告する。

令和６年２月８日  提出

行政情報の公開請求
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行政情報の公開請求 

 

 請求日 決定日 請求件名 決定内容 

１ １２月１４日 １月１１日 

１．10 月の日野市学校基本構想

検討委の配布資料のうち、HP に

掲載していない文書 

２．2022 年 5 月 20 日～2023 年

12月 14日までの日野市立小中学

校の道徳授業地区公開講座の指

導案のうち、詳細な細案（ない

場合は保護者等に渡す略案）及

びワークシート 

全部公開及び 

部分公開及び 

不存在 
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